
用語の定義の見直しに係る関係規則の整備に関する規則をここに公布する。 

令和５年２月１０日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第２号 

用語の定義の見直しに係る関係規則の整備に関する規則 

 （大和市文化芸術振興条例施行規則の一部改正） 

第１条 大和市文化芸術振興条例施行規則（平成２２年大和市規則第２０号）の一部を次のように

改正する。 

第２条第３号中「表彰」を「顕彰」に改める。 

第９条第１項中「に掲げるとおり」を「の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものに

対して行うもの」に改め、同項第１号中「に対して表彰する。」を削り、同項第２号中「称
たた

え

る」を「称える」に改め、「に対して表彰する。」を削り、同項第３号中「称
たた

える」を「称え

る」に改め、「に対して表彰する。」を削り、同条第２項中「前項各号」を「前項の規定にかか

わらず、同項各号」に、「表彰するものとする」を「顕彰することができる」に改める。 

第１０条（見出しを含む。）中「被表彰者」を「披顕彰者」に改める。 

第１１条の見出し及び同条第１項中「表彰」を「顕彰」に、「表彰状」を「顕彰状」に改め、

同条第２項中「表彰」を「顕彰」に、「昭和２３年法律第７８号」を「昭和２３年法律第１７８

号」に改める。 

第１２条中「表彰」を「顕彰」に改める。 

 （大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則の一部改正） 

第２条 大和市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則（平成２６年大和市規

則第５４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第５項中「特区法」を「国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号。以下「特区

法」という。）」に改める。 

 （大和市国民健康保険条例施行規則の一部改正） 

第３条 大和市国民健康保険条例施行規則（昭和３６年大和市規則第１号）の一部を次のように改

正する。 

第１１条中「法」を「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）」

に改める。 

 （大和市基準該当障害児通所支援事業者の登録に関する規則の一部改正） 



第４条 大和市基準該当障害児通所支援事業者の登録に関する規則（平成２４年大和市規則第２２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「おける用語の定義」を「おいて使用する用語」に改める。 

第３条第２項中「児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準」を「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」

に改める。 

 （大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則の一部改正） 

第５条 大和市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める規則（平成３０年

大和市規則第３２号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「の意義」を削る。 

第１１条第１項中「法」を「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」

に改める。 

 （大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める規則の一部改正） 

第６条 大和市指定介護予防支援等の事業の人員、運営等に関する基準を定める規則（平成２７年

大和市規則第２９号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「の意義」を削る。 

第１１条中「法」を「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」に改める。 

 （大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則の一部

改正） 

第７条 大和市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

（平成２５年大和市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１号中「法」を「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」に

改める。 

第５６条の１９の２中「指定通所支援基準」を「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号）」に改める。 

第６２条第１項中「指定地域密着型サービス基準」を「指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス

基準」という。）」に改める。 

 （大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める規

則の一部改正） 

第８条 大和市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定め



る規則（平成２５年大和市規則第３９号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項中「指定地域密着型介護予防サービス基準」を「指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着型介

護予防サービス基準」という。）」に改める。 

第１２条第２項中「法」を「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」

に改める。 

 （大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則の一部改正） 

第９条 大和市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例施行規則（平成５年大和市規則

第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「おける」を「おいて使用する」に改める。 

第１８条第１項中「法」を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。

以下「法」という。）」に改める。 

 （大和市下水道条例施行規則の一部改正） 

第１０条 大和市下水道条例施行規則（平成７年大和市規則第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条中「おける」を「おいて使用する」に、「法」を「下水道法（昭和３３年法律第７９号。

以下「法」という。）」に改め、「）」の次に「において使用する用語」を加える。 

第１１条の２中「同法」を削り、「に規定する」を「の規定による」に改め、「各号」の次に

「のいずれか」を加える。 

第１６条第１項各号中「規定する」を「掲げる」に改め、同条第２項中「減免する」を「適用

する」に改める。 

第１７条第１項中「とは」を「は」に改める。 

第２５条第２項中「前項の」の次に「規定による」を加える。 

 （大和市公共下水道施設の構造の基準等に関する規則の一部改正） 

第１１条 大和市公共下水道施設の構造の基準等に関する規則（平成２５年大和市規則第４５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第２項第２号ア中「昭和３３年政令第１４７号」を「昭和３４年政令第１４７号」に改

める。 

 （大和市みんなの街づくり条例施行規則の一部改正） 

第１２条 大和市みんなの街づくり条例施行規則（平成２４年大和市規則第３７号）の一部を次の



ように改正する。 

第２条中「おける用語の意義は、条例」を「おいて使用する用語は、条例において使用する用

語」に改める。 

第１０条第２項中「取り消し」を「取り消した」に改める。 

第２０条第１項中「法」を「都市計画法（昭和４３年法律第１００号）」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


